
共生社会実現に向けた取組

出入国在留管理庁
Immigration Services Agency of Japan 



(1) 暮らしやすい地域社会づくり
➣ 行政・生活情報の多言語・やさしい日本語化、相談体制の整備
○ 地方公共団体からの要望を踏まえた外国人受入環境整備交付金の対象範囲の見直し
○ 「外国人在留支援センター」における地方公共団体の行政窓口に対する通訳支援の実施及び外国人の採
用・定着に向けた企業等向けのセミナー等の実施

○ やさしい日本語の活用に関するガイドラインの策定、地方公共団体などの職員を対象とした研修や広報等
の実施

○ 地方公共団体向けの多言語翻訳システムの導入ガイドラインの策定等
○ 行政情報・生活情報の多言語・やさしい日本語化による情報提供・発信の推進
○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため､外国人生活支援ポータルサイト､外国人技能実習機構等
を通じた必要な留意事項の周知・徹底

➣地域における多文化共生の取組の促進・支援
○ 在留外国人に対する総合的な支援をコーディネートする人材の育成を促進する施策の検討
○ 国際経験の豊かな人材の積極的なリクルートに向けた地方公共団体とJICAとの連携
(2) 生活サービス環境の改善等
➣災害発生時の情報発信・支援等の充実
○防災・気象情報に関する多言語辞書の民間事業者のアプリ等における活用の促進
➣交通安全対策､事件・事故､消費者トラブル､法律トラブル､人権問題等への対応の充実
○警察に係る制度に関するウェブサイトの見直し、外国語による掲載情報の拡充

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和２年度改訂）の概要

我が国に在留する外国人は令和元年末2９3万人､外国人労働者は令和元年１０月末1６6万人と､過去最高。加えて､平成３１年４月から特定技能外国人の受入れを開始。
令和元年１２月に「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を改訂し､関連施策を着実に実施。

→現下の新型コロナウイルス感染症への対応を適切に行いつつ､引き続き､外国人材を円滑かつ適正に受入れ､受入れ環境を更に充実させる観点から、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和２年度改
訂）」を策定（191施策）。今後も政府一丸となって、関連施策を着実に実施するとともに、総合的対応策の充実を図る。

(1) 特定技能外国人のマッチング支援策等
○ 就労を希望する外国人材と企業とのマッチング支援（新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等
され、実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援措置の着実な実施､各分野特有の
就労状況等を踏まえたマッチング支援の方法の検討・実施）

○ 地方創生推進交付金による地方公共団体の自主的・主体的で先導的な取組の積極的な支援（優良事例の収
集・横展開等）

(2) 特定技能試験の円滑な実施、特定技能制度の周知・利用の円滑化等
○ 技能試験の受験機会の拡大等（国内外における試験実施の拡大等）
○ 特定技能の受入れ分野の追加の検討、各分野における特定技能２号に該当する業務の内容や技能試験
の実施等の検討の推進

○ 国内外における特定技能制度に関する周知・広報の実施
○ 介護現場におけるコミュニケーション能力の測定に重点を置いた新たな日本語テストの実施
○ ODAにより実施している開発途上国での技能人材・ビジネス人材の育成等の支援
(3) 悪質な仲介事業者等の排除
○ ODAによる技術協力を通じた開発途上国の関係機関との連携強化
(4) 海外における日本語教育基盤の充実等
○ 国際交流基金を通じた日本語教育基盤の強化や、我が国の文化及び社会の魅力発信等の取組の推進
○ 国際協力機構（JICA）による「日系四世の更なる受入制度」の活用促進に向けた日本語能力習得促進のた
めのカリキュラムやテストの作成等の実施

(1) 国民及び外国人の声を聴く仕組みづくり
○ 「『国民の声』を聴く会」等において、幅広い関係者から意見を継続的に聴取（共生施策に係る意見を多
言語で受け付ける「御意見箱」の設置､地方公共団体との継続的な意見交換）、得られた意見について共

生施策の企画・立案に適切に反映
(2) 啓発活動等の実施
○ 全ての人が互いの人権を大切にし支え合う共生社会の実現のため、各種人権啓発活動を実施

２ 外国人材の円滑かつ適正な受入れの促進に向けた取組

１ 外国人との共生社会の実現に向けた意見聴取･啓発活動等 ➣ 住宅確保のための環境整備・支援
○部屋探しをする際に活用できる「外国人のための賃貸住宅入居の手引き」の作成
➣金融・通信サービスの利便性の向上
○金融機関における外国人の口座開設円滑化のための環境整備（各金融機関における好事例の公表・横展開、外
国人の在留期間の把握による口座の適切な管理等）

(3) 日本語教育の充実（円滑なコミュニケーションの実現）
○ 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の充実（地域における日本語教育環境を強化するための総
合的な体制整備､日本語教育の推進に関する法律に基づく地方公共団体の基本方針の作成の促進等）

○ 日本語教室未設置の地域における日本語教室開設に向けた支援の強化
○ 日本語教師の資質・能力を証明する新たな資格である公認日本語教師（仮称）制度の整備
○ 外国人材との効果的なコミュニケーションを行う上でのポイントやその学ぶ手法の調査等
○ 日本語教育を行う機関のうち､日本語教育の水準の維持向上を図る上で必要な適格性を有するものに関す
る制度の整備の検討､検討結果に基づいた必要な措置の実施

(4) 外国人の子供に係る対策
○ 幼児教育・保育の無償化、高校及び大学の修学支援制度についての積極広報の実施
○ 集住地域・散在地域それぞれにおける日本語指導等の在り方について実践的な研究の実施
○ 学習者用デジタル教科書の活用促進、幼児期の特性を踏まえた研修プログラムの開発等の調査研究の実施
○ 全ての都道府県での公立高等学校入試における特別定員枠の設置等を目指した取組、高等学校における日
本語指導・教科指導等に関するカリキュラム等の構築

○ 外国人児童生徒の就学機会の適切な確保等（地方公共団体が講ずべき事項の指針の策定を通じ、学齢簿に
おいて外国人の子供の就学状況も一体的に管理・把握すること等の促進）

(5) 留学生の就職等の支援
○ 「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」の周知・活用促進
○ 高度外国人材の就職後の活躍に関し、中堅・中小企業が取り組めるような教材及び支援機関向け指導カリ
キュラムの作成

○ 大学と労働局（ハローワーク）間の協力協定締結等を通じた連携の強化
(6) 適正な労働環境等の確保
○ 「やさしい日本語」による労働条件や支援策等に関する情報発信の強化
○ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける外国人労働者のためのハローワークの相談体制の強化
(7) 社会保険への加入促進等
○ 医療機関等におけるマイナンバーカードを活用した本人確認と保険資格確認の実施
○ 公的年金制度における脱退一時金の支給上限年数の3年から５年への引き上げ

令 和 ２ 年 ７ 月 1 4 日
外 国 人 材 の 受 入 れ ・ 共 生
に 関 す る 関 係 閣 僚 会 議

※下線は令和元年１２月総合的対応策（改訂）からの変更

(1) 在留資格手続の円滑化・迅速化
○ 在留資格手続のオンライン申請の更なる対象の拡大
○ 在留カードとマイナンバーカードの一体化の検討
○ 「特定技能」の在留資格に係る在留諸申請時の提出書類の簡素化
○ 在留資格認定証明書の電磁的記録による交付の実施の検討
(2) 在留管理基盤の強化
○ 日本語能力試験(ＪＬＰＴ)等の証明書の偽変造対策の強化による適切な在留審査の実施
(3) 留学生の在籍管理の徹底
○ 留学生の在籍管理が不適正な大学等に対する、留学生の受入れを認めない等の在留資格審査の厳格化や、
留学生別科についての日本語教育機関と同様の基準作成等

(4) 技能実習制度の更なる適正化
○ 出入国在留管理庁と外国人技能実習機構の情報連携強化及び同機構業務システムの刷新
○ 高額な保証金や手数料等による失踪を防止するための実習生に対する積極的な広報活動の実施
(5) 不法滞在者等への対策強化
○ 在留カードの偽造・改ざんを確認するための無料アプリケーションの配布

４ 新たな在留管理体制の構築

３ 生活者としての外国人に対する支援



令和２年度外国人受入環境整備交付金の概要について
出入国在留管理庁
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令和２年度の変更点等

○ 目 的
在留外国人が在留手続，雇用，医療，福祉，出産・子育

て，子供の教育等の生活に係る適切な情報や相談場所に迅
速に到達することができるよう，情報提供・相談を多言語
で行う一元的相談窓口の整備に取り組む地方公共団体を支
援

○ 交付対象
全都道府県・市区町村（1,788団体）
※ 当初は都道府県・指定都市等の111団体

○ 交付限度額（整備費・運営費）
都道府県（47団体） 1,000万円
外国人住民５千人以上（105団体） 1,000万円
外国人住民１千人以上５千人未満（290団体） 500万円
外国人住民500人以上１千人未満（199団体） 300万円
外国人住民500人未満（1,147団体） 200万円

○ 交付率
整備費：必要経費の10分の10

※ 新たな一元的相談窓口体制の構築又は体制の拡充に必
要な経費

運営費：必要経費の２分の１
※ 一元的相談窓口体制の維持・運営に必要な経費
※ 地方負担分については，財政運営に支障が生じないよ
う，地方交付税措置が講じられる。

従前の交付金の概要

○ 複数地方公共団体の連携による「共同設置」を交付対象化
（１）市区町村同士による共同設置

連携する市区町村の合計外国人住民数に応じた交付限度
額を適用

（２）単独設置及び共同設置による整備・運営
単独設置及び共同設置を行う場合は，交付限度額範囲内

で両方の経費を交付対象

○ 整備費に対する交付額
過去の交付額の累計が，各団体の交付限度額に達するまで交

付することができる。
※ 当初の111団体については，特別の事情があると認められる場合に
交付。

令和２年度予算 １２億円

一元的
相談窓口
（民間事業者
への委託等）



生活・就労ガイドブックについて

○ 外国人が必要とする詳細な基礎的
情報を多言語及びやさしい日本語で
発信

○ 周知方法：ポータルサイトにおい
て発信

○ 我が国に在留する外国人は近年増加(約２９３万人(令和元年１２月末現在)，国内で働く外国人も急増
(約１６６万人(令和元年10月末現在))

○ 安全・安心な生活・就労のために必要な基礎的情報について「生活・就労ガイドブック」を政府横断的に作成
(「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成30年12月25日関係閣僚会議決定)) 

概
要

電
子
版

○ 電子版のうち，絵図等を用いて，
重要部分を抽出したやさしい日本語
版を冊子化

○ 周知方法：空港，地方公共団体，
企業，学校等で配布等

冊
子
版

ガイドブックにより
期待される効果

入国・在留手続
市町村での手続
雇用・労働
出産・子育て
教育
医療
年金・福祉
税金
交通
緊急・災害
住居
日常生活
困ったときの
問合せ先

多文化共生社会の実現に寄与

・地方公共団体をはじめとす
る外国人を支援する方が必
要な情報に容易にアクセス

・外国人が日本のルールや制
度の概要を網羅的に把握

・やさしい日本語を含めた１４言語（※）に翻訳した上で，外国人生活支援ポータルサイト
で公表している。今後も関係省庁連携の下，必要に応じてその内容を拡充していく。
※日本語（やさしい日本語含む。），英語，中国語，韓国語，スペイン語，ポルトガル語，
インドネシア語，ベトナム語，フィリピノ語，タイ語，ネパール語，クメール語（カンボジア語），

ミャンマー語，モンゴル語
・やさしい日本語版の冊子を作成し，地方公共団体，地方出入国在留管理局及び日本語学校

に配布。冊子のデータを関係省庁に提供。

これまで実施した施策

出入国在留管理庁

http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html「生活・就労ガイドブック」は，「外国人生活支援ポータルサイト」に掲載



受入環境調整担当官について

○外国人の受入れ環境整備を目的として，全国１１の地方出入国在留管理局及び支局に計５１人の担当者を配置。

＜地方公共団体との窓口役＞
○外国人の受入れ環境整備に係る地方公共団体をはじめとした関係機関からの意見聴取
○在留外国人向けの相談窓口業務の設置・運営に関する地方公共団体からの相談への対応，情報提供，研修の実施 等

２．主な役割

外国人との共生社会の実現に向けた諸施策を推進

１．受入環境調整担当官の配置

官署名 住所 連絡先

札幌出入国在留管理局
北海道札幌市中央区大通西12丁目
札幌第3合同庁舎 審査部門

011-261-9658

仙台出入国在留管理局
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20
仙台第2法務合同庁舎 審査部門

022-256-6080

東京出入国在留管理局
東京都新宿区四谷1-6-1
四谷タワー13F 審査管理部門

03-5363-3015

横浜支局
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7

就労・永住審査部門
0570-045259
所属部署番号20

名古屋出入国在留管理局
愛知県名古屋市港区正保町5-18

審査管理部門
052-559-2151

官署名 住所 連絡先

大阪出入国在留管理局
大阪府大阪市住之江区南港北1-
29-53 審査管理部門

06-4703-2115

神戸支局
兵庫県神戸市中央区海岸通29番地
神戸地方合同庁舎 審査部門

078-393-2398

広島出入国在留管理局
広島県広島市中区上八丁堀2-31
広島法務総合庁舎

就労・永住審査部門
082-221-4412

高松出入国在留管理局
香川県高松市丸の内1-1
高松法務合同庁舎 審査部門

087-822-5851

福岡出入国在留管理局
福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25
福岡第1法務総合庁舎

就労・永住審査部門
092-717-7596

那覇支局
沖縄県那覇市桶川1-15-15
那覇第一地方合同庁舎 審査部門

098-832-4186

＜問合せ先＞

出入国在留管理庁



在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインの概要

日本に住む外国人は、この30年で約３倍に増え、日本に住む外国人の国籍が多様化。
外国人が日本で安全に安心して生活するためには、国や地方公共団体からのお知らせなどを正しく理解すること

が必要。
多言語化を進めているが、これまでの日本語に関する調査によると、「日本語」を「日常生活に困らない言語」

とした外国人は約63％、 「希望する情報発信言語」として「やさしい日本語」を選んだ外国人は76％。
やさしい日本語による情報提供・発信を進めることが有効であり、取組を進めるため、出入国在留管理庁と文化

庁は、このガイドラインを作成。

１．在留支援のためのやさしい日本語 作成の3ステップ

情報を整理する ◆文をわかりやすく
する(２)

ステップ１
日本人に

わかりやすい文章

ステップ２
外国人にも

わかりやすい文章

ステップ３
わかりやすさの

確認

日本語教師や外国人
に、わかりやすいか
どうか、伝わるかど
うかをチェックして

もらう。

受身形や使役表現を
できる限り使わな

い。等

伝えたいことを整理
し、情報を取捨選択

する。等

ポイント

文をわかりやすく
する(１)

３つ以上のことを言
うときは、箇条書き

にする。等
外来語に気を付ける

ポイント

◆言葉に気を付ける
◆表記に気を付ける
漢字の量に注意し、
ふりがなをつける。

等

２．書き換えツールの紹介
やさしい日本語を
作成するときに活
用してもらうため、
無料で公開されて
いる日本語の難易
度を調べるツール
を紹介している。

やんしす
やさにち
チェッカー
リーディング
チュウ太

３．変換例と演習問題

実際の書き換え例を示して、気を付
けるポイントを説明している。

演習問題を掲載し、実際に書き換え
の練習を行うことができるようにし

ている。

やさしい日本語は、難しい言葉を言い換えるなど、相手に配慮したわかりやすい日本語のこと。

ガイドライン解説動画

基
礎
編

(

ス
テ
ッ
プ
１)

演
習
編

(

ス
テ
ッ
プ
２)

演
習
編

YouTube法務省
チャンネルにて
公開中。



外国人在留支援センター 業務概要

連携

相談，
問合せ

相談対応，
問合せ回答

・ イベント開催
・ 啓発，情報発信

外国人・企業等 地方公共団体

関係省庁

総合調整

政策要望

・外国人受入環境整備
交付金による支援

・地方公共団体の担当
職員研修

・情報提供（多文化
共生の好事例等）

ビザ・インフォ
メーション

外務省

日本貿易振興機構
（ＪＥＴＲＯ）

経済産業省 法務省

外国人在留支援センター

連 携
（運営協議会）

日本司法支援センター
（法テラス）

東京出入国在留管理局

東京法務局
人権擁護部

出入国在留管理庁
在留支援課

地方出入国
在留管理局

出入国在留管理庁
（本庁）

共生施策に関する
問合せ・回答

政策要望の
共有

情報システム管理室

総合受付窓口

厚生労働省

東京外国人雇用サービスセンター

東京労働局外国人特別相談・支援室

担当部署へ



外国人在留支援センター 対応業務
担当 内容 対象者

出入国在留管理庁
在留支援課

情報システム管理室

東京出入国在留管理局

外国人受入環境整備交付金による支援
地方公共団体の多文化共生担当職員への研修
地方公共団体への情報提供（多文化共生の好事例等）
政府の共生施策に関する問合せ

出入国在留管理庁（本庁）が保有する在留外国人等の出入（帰）国記録及び外国人
登録原票の開示請求等の窓口
出入国管理システムの運用・管理

日本に在留する外国人や外国人を雇用したい企業関係者等向けの相談
在留外国人情報の管理

地方公共団体
地方公共団体
地方公共団体
地方公共団体

外国人，日本人

－

外国人，日本人，企業，
学校

法務省
東京法務局人権擁護部 人権相談，人権侵犯事件の調査

人権等に関する人権啓発活動（講演会等の開催，人権啓発冊子等の配布等）
外国人，日本人
外国人，日本人，学校，
企業等

日本司法支援センター
（法テラス）

外国人向け法的サポート 外国人

外務省
ビザ・インフォメー
ション

査証相談（査証の申請に係る一般的な各種相談） 外国人，日本人，学校，
企業

厚生労働省
東京外国人雇用
サービスセンター

東京労働局外国人
特別相談・支援室

職業相談・職業紹介（留学生，高度人材等）
外国人雇用に関する情報提供・相談等の事業主支援
就職面接会，就職支援セミナー等の企画・開催

労働条件相談・支援
労働安全衛生に関する相談・研修・教育への支援

外国人
企業
外国人，企業

外国人，企業
企業

経済産業省
日本貿易振興機構

（JETRO）
高度外国人材活用に関する相談・ハンズオンサービスの提供
高度外国人材活用セミナー等イベントの企画・開催

企業
企業


